脱炭素チャレンジカップin鳥取協賛要領

（趣旨）
第１条　この要領は、鳥取県広告事業実施要綱（平成１９年２月１６日付第200600171610号総務部長通知。以下「要綱」という。）第６条の規定に基づき、脱炭素社会推進課が行う脱炭素チャレンジカップin鳥取（以下「大会」という。）の趣旨に賛同する企業その他の団体（以下「企業等」という。）が、大会に協賛する際に必要な事項を定めるものである。

（協賛）
第２条　この要領において、協賛とは、企業等が行う、大会の実施に要する資金（以下「協賛金」という。）の提供とする。
２　協賛金額は３万円とする。
３　協賛の実施については、要綱およびこの要領を適用する。


（募集期間）
第３条　募集期間は、原則として令和８年５月13日から令和８年８月31日までとする。

（協賛依頼の対象者）
第４条　脱炭素社会推進課は、大会の趣旨に賛同する企業等に対して協賛を依頼する。

（協賛の申込等）
第５条　協賛を行おうとする企業等は、様式 協賛申込書（以下｢申込書｣という。）を脱炭素社会推進課長宛てに提出するものとする。
２　脱炭素社会推進課長は、前項の規定による申込書の提出があった場合、第９条第１項に該当しないと認めるときは、申込者に対し書面により受理した旨を通知する。

（協賛金の支払等）
第６条　
　脱炭素社会推進課長は、第３条の期間以降、協賛を行った企業等に対し書面により協賛金の支払を依頼する。
２　協賛を行った企業等は、前項の規定による依頼文書受理後、脱炭素社会推進課が指定した口座へ前条第１項にて申し込んだ金額を支払うものとする。

（協賛の特典等）
第７条　前条第１項の規定により協賛を行った企業等に対する特典は、以下のとおりとする。
1-1 大会協賛者の呼称の使用（別途開催する県主催イベントでも使用）
1-2 県公式ホームページ及び特設サイトへの大会協賛者名の掲載
1-3 県ホームページ及び特設サイトへの協賛者ホームページリンク貼付
2-1県主催イベントのＰＲチラシ、ポスターへの協賛者名・企業等ロゴマークの掲載
2-2　新聞等メディアへの企業等ロゴマークの掲載
２　脱炭素社会推進課は、前項に規定する協賛の特典以外に、必要に応じ、特典を追加することができる。

（協賛金の使途）
第８条　協賛金は、次の各号に掲げるいずれかに充てるものとする。
（１）入賞者への副賞（盾、記念品等）
（２）大会の参加者への参加賞
（３）その他大会の開催に付随し、必要と認められるもの

（協賛申込の不受理等）
第９条　脱炭素社会推進課長は、申込者が、要綱別表第１に該当する場合は、申込書を受理しないものとし、申込者に対しその旨通知するものとする。
２　脱炭素社会推進課長は、第５条第２項により協賛の申込を受理された者が、その後、前項に該当するに至った場合、又は前項のいずれかに該当することが判明した場合は、協賛を取り消すものとし、協賛者に対しその旨を通知するとともに、原則として、協賛金を返戻するものとする。

（協議）
第10条　この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、脱炭素社会推進課長と申込者双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

（雑則）
第11条　この要領に定めるもののほか、協賛に関して必要な事項は、脱炭素社会推進課長が別に定める。


附　則
この要領は、令和８年５月13日から施行する。


【様式】

脱炭素チャレンジカップin鳥取協賛申込書


年　 　月　 　日
脱炭素社会推進課長
 　様


住所又は所在地　〒
企業・団体名
代表者（役職･氏名）

脱炭素チャレンジカップin鳥取に向けて協賛を申し込みます。


　　　県ホームページ等で紹介させていただく際に使用する協賛企業・団体名、感謝状に記載する代表者役職・氏名、ホームページURLを御記入ください。
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